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      ◆新 任 の ご 挨 拶 
 今月号の冒頭は、去る１月１５日付けで退職（異動）された中野総合病院形成外科の   

横山明子主任医長に代わり、後任に着任いたしました林大海医長のご紹介をいたします。 

形成外科医長 林 大海 

 本年１月１６日より中野総合病院に赴任しました形成外科の林 大海(ﾊﾔｼ ｵｵﾐ)です。山梨医科大学(現;山梨

大学医学部)を卒業後、東京医科歯科大学形成外科に入局し、北海道大学や浅間総合病院などを経て、亀田総

合病院に形成外科部長として６年間務め、年間約９００件近くの手術をマネジメントしてきました。この中

野総合病院には約１０年ぶりの勤務になります。 

 ここ数年は、外見を人体の機能（社会的な機能）のひとつととらえて診療を行うと共に、考える形成外科

医の育成を目標に若い医師の教育を行っています。また、形成外科医として「できること」を深く広くして

いくとともに、「できること」と「できないこと」を認識し、わかりやすく患者様に説明することを目標に

しています。引き続き、中野総合病院でもこのテーマを追求していきます。 

 形成外科は、体の表面の形や色などの異常（生まれつきのものを含みます）を生理的範囲内に整えること

を行う外科の一分野です。「異常」というと大げさですが、他人と異なる外見上の「違い」程度のものも十

分に保険治療の対象となることがあります。 

 外から見える部分を扱うため、たとえば手術の時には、必要な治療を行うと同時に、手

術後のキズあとを予測し、なるべく目立たないキズあとになるように手術を行っています。 

 対象となる疾患には、顔の骨の骨折や皮膚腫瘍・皮下腫瘍、そのほか頭から足の指まで

の外見の異常が含まれます。キズあとそのものも治療の対象になることがあります。 

 一度相談にいらしてください。 

◆７０歳未満の方の入院医療費窓口払いが軽減されます 

（高額療養費・限度額適用認定証） 

       現在、健康保険の自己負担額は、一般的には、0 歳から義務教育就学前までは２割負担、義

務教育就学後から７０歳未満は3割負担、７０歳以上は１割負担、もしくは３割負担（現役 



 

並み所得者）となっています。「高額療養費」とは、お支払いされた医療費の自己負

担額が１ヶ月間で決められた額を超えた場合に払い戻しが受けられるという制度で

す《表》。ただし、食事代やお部屋代、おむつ代などの自費のものは対象となりませ

んのでご注意ください。（７０歳以上の方については、１ヶ月の医療費自己負担額が

一定額を超えると自動的にそれ以上の窓口払いはなくなります。） 

所得区分 3回目までの限度額
4回目以降の限度額
（※）

上位所得者世帯 　　１５０,０００円＋(医療費－５００,０００円)×１％ ８３,４００円

一般世帯 　　　８0,１００円＋(医療費－２６７,０００円)×１％ ４４,４００円

住民税非課税世帯 ３５,４００円 ２４,６００円

　　　《表》　高額療養費自己負担限度額（月額）

　７０歳未満の方、国民健康保険、政府管掌健康保険（協会けんぽ）の場合

 

＊一つの病院ごと（総合病院は診療科ごと）に計算し、入院と通院は合算できません。 

＊健康保険組合によっては、表で示している限度額と異なる場合がありますので、ご加入の健康保険組合にお問合せください。 

          《例》一般世帯の方の入院医療費が1ヶ月に１００万円かかった場合 

             （食事代やお部屋代などの自費のものは含みません） 

             医療費自己負担額は 100万円 × 3 割 ＝ ３０万円 

          《表》の高額療養費自己負担限度額の計算式にあてはめると・・・ 

             80,100円 ＋ {（1,000,000円－267,000円）× １%  } ＝ 87,430円 

                         ⇒ 7,330円 

 ３０万円のうち８７,４３０円を超えた額、21２,５７０円が高額療養費として払い戻しを受けられる額と

なります。しかし、いくら払い戻しが受けられるとはいっても、入院された際の医療費は高額で、いったん

お支払いされるにも、負担は大きくなります。そこで、７０歳未満の方が入院された際に、医療費自己負担

の窓口払いを軽くすることができる、「限度額適用認定証」の交付が、平成１９年度から開始されました。 

この「限度額適用認定証」は、加入されている各健康保険の窓口で事前に申請、発行してもらいます。住

民税非課税世帯の方は、食事代も合わせて減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されま

す。そして、これらの認定証を入院時に健康保険証と一緒に病院の受付に提示していただく必要があります。 

この制度を利用すると、入院費のうち医療費の自己負担額について、《表》で示している高額療養費で決め

られた限度額を超えた場合、窓口支払いはこの限度額までとなります。《例》の計算式で考えると、医療費自

己負担の窓口払いは３０万円ではなく、８７,４３０円となります。それにお食事代やお部屋代などを加えた

金額を入院費として窓口でお支払いいただくことになります。 

《表》の（※）についてですが、過去１２ヶ月間に、同じ世帯で４回以上高額療養費の支給があった場合、

４回目以降は限度額が下がります。しかし、病院では４回目以降かどうかの把握ができません。３回目まで

の限度額で計算されます。そのため、後で健康保険へ申請する必要があります。 

入院される際に、「限度額適用認定証」の手続きがお済でない方は、速やかにこの手続きをされることをお

勧めします。また、この手続きは、加入されている健康保険によって申請窓口が異なりますので（国民健康

保険、協会けんぽ など）、ご自身でよく確認してください。 

          「限度額適用認定証」の手続きが間に合わなかった方については、従来どおり、高額

療養費として申請し、払い戻しを受けることが可能です。この申請は２年を経過する

と時効となり、支給されなくなりますのでお早めに手続きをしてください。 

           安心して医療を受けていただくために、このような制度をぜひご活用ください。 

医療福祉相談室（ｹｰｽﾜｰｶｰ） 山野 友和 



 

 

     ３月の小児救急体制 
 中野総合病院では、中野区並びに中野区医師会のご協力を得て、小児の初期（１次）

救急として「準夜間小児初期救急診療」を救急外来で実施しています。 
 一般診療所の診察時間が終わった後、お子さんが急病の際にはご利用ください。 
１５歳以下のお子さんを対象に、小児科医が診療を行います。※血液検査、点滴等の処置、入院等を必要とする場合は

他病院を紹介します。 

３月１日から３１日までの、準夜間小児初期救急医療体制は下記の通りです。変更もあり得ますので、  

この折はお許しください。 

３月準夜間小児初期救急担当医（毎日午後７時～午後１０時） 
夜間受付電話 ０３-３３８２-９９９１ 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

小須賀基通 小須賀基通 細谷　　彬 矢野　貴彦 小須賀基通 清水　泰岳 保崎　　明

8 9 10 11 12 13 14

小椋　雅夫 小須賀基通 小池林太郎 藤間　芳郎 小須賀基通 清水　泰岳 小椋　雅夫

15 16 17 18 19 20 21

小須賀基通 小須賀基通 荻原　正明 佐和田哲也 小須賀基通 清水　泰岳 田中　邦生

22 23 24 25 26 27 28

小椋　雅夫 小須賀基通 由良　明彦 藤間　芳郎 小須賀基通 清水　泰岳 小椋　雅夫

29 30 31

右田　王介 小須賀基通 久利　由美

 

中野総合病院業務概況（平成２１年１月）

入　院 外  来 入  院 外  来

 内         科 2,645 5,227 24 3 血管塞栓術(腹腔内),経皮的胆管ドレナージ,内シャント設置術
 精神神経科 0 859 0 0
 神 経 内 科 1,015 887 3 0 内シャント設置術,胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む)
 小   児   科 0 441 0 0
 外         科 1,222 1,124 83 20 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術併施)(胸部,腹部の操作),肝切除術(拡大葉切除)(１歳以上),直腸切除・切断術(切断術)

 整 形 外 科 1,325 2,755 61 30 人工関節置換術(膝),靭帯断裂形成手術(関節鏡下)(十字靭帯),関節内骨折観血的手術(膝)
 形 成 外 科 51 372 5 38 動脈(皮)弁術,皮膚･皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径４ｃｍ以上),陥入爪手術(簡単)
 脳神経外科 286 500 8 2 水頭症手術(シャント手術),慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術,胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む)

 皮　膚   科 80 1,535 0 27
 泌 尿 器 科 194 731 10 1 前立腺悪性腫瘍手術,回腸(結腸)導管造設術,経尿道的前立腺手術
婦　人　科 33 457 10 3 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術,子宮附属器腫瘍摘出術(両)(腹腔鏡),子宮筋腫摘出(核出)術(腹式)

 眼         科 52 1,148 23 13 緑内障手術(濾過手術),水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合),外眥切開術
 耳鼻咽喉科 64 1,148 8 21 上顎洞篩骨洞根本手術,鼻中隔矯正術,声帯ポリープ切除術(ファイバースコープ)

 放 射 線 科 0 46 0 0
療 養 病 棟 976 0 0 0
 合         計 7,943 17,230 235 158

延患者数 手術件数
入院主要手術



 


